


雇
用
対
策
法
及
び
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
要
綱

雇
用
対
策
法
及
び
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
九
年
八
月
四
日
と
す
る
こ
と
。

【別紙１】



雇
用
対
策
法
及
び
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

案
要
綱

第
一

雇
用
対
策
法
施
行
令
の
一
部
改
正

外
国
人
雇
用
状
況
の
通
知
は
、
新
た
に
外
国
人
を
雇
い
入
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
事
実
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
十
日
ま
で
に
、
そ
の
雇
用
す
る
外
国
人
が
離
職
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
事
実
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
十
日
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

関
係
政
令
の
整
備

第
二

そ
の
他
関
係
政
令
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

そ
の
他

一

施
行
期
日

雇
用
対
策
法
及
び
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
八
月

こ
の
政
令
は
、

か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

四
日
）

と
す
る
こ
と
。

【別紙２】



二

経
過
措
置

こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。



- 1 -

雇
用
対
策
法
及
び
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

案
要
綱

第
一

雇
用
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

基
本
方
針
の
策
定

厚
生
労
働
大
臣
は
、
雇
用
対
策
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
講
じ
よ

う
と
す
る
施
策
に
関
し
、
そ
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
雇
用
に
関
す
る
状
況
等
を
勘
案
し
、
必
要
な
見

直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

外
国
人
雇
用
状
況
の
届
出
等

外
国
人
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
者
等

(一)
イ

法
第
八
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
外
交
又
は
公
用
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
及
び
特
別
永

住
者
と
す
る
こ
と
。

ロ

法
第
八
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
解
雇
（
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
も
の
を
除
く
。

）
そ
の
他
事
業
主
の
都
合
と
す
る
こ
と
。

【別紙３】


